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会  次  第 

 

１ 宮崎県最低賃金の改正決定に係る意見について 

 

２ 運営小委員会報告 

 

３ 令和３年度地域別最低賃金改正の目安について 

 

４ 宮崎県最低賃金専門部会委員の選任について 

 

５ 令和３年賃金改定状況調査結果等について 

 

６ 特定（産業別）最低賃金の改正の必要性の有無の諮問及び検討小委員会

の設置について 

 

７ その他 
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令和３年７月２７日 

 

  宮崎地方最低賃金審議会 

  会 長  松岡 優子  殿 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

運 営 小 委 員 会                          

座 長 橋口 剛和 

 

 

令和３年度宮崎地方最低賃金審議会 

運 営 小 委 員 会 報 告 

 

 

 当運営小委員会は、令和３年７月２日、令和３年度の最低賃金審議会の運営に

ついて検討した結果、下記のとおり結論を得たので報告する。 

 

記 

 

１ 宮崎県最低賃金の改正については、宮崎県最低賃金専門部会において次によ

り審議することとする。 

 労働経済の情勢等及び最低賃金法の趣旨を勘案して慎重に審議し、中央

最低賃金審議会から目安が提示された後、これを参考として、10月１日発効

を目指すこととするが、審議の都合上これがかなわない場合においても早期

の発効を目指し努力し審議を行う。 

  

２ 産業別最低賃金に係る審議については、次によることとする。 

(1) 改正等の必要性の有無についての検討は、産業別最低賃金審議会検討小

委員会において行うこととする。 

(2) 改正決定等についての諮問があった場合の当該産業別最低賃金専門部会の

結審は、年内発効を目指し努力するものとする。 
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３ 地域別及び産業別最低賃金の金額改正に係る専門部会の審議の運営に当たっ

ては、最低賃金審議会令第６条第５項（以下、「６条５項」という。）の規定

を採用することとし、専門部会における専決をもって本審答申と同一の効力を

有することとする。 

なお、６条５項を採用するに当たっては、次のとおり運用することとする。 

(1)  ６条５項の適用については、専門部会において「全会一致」で決議した

場合に限ることとし、専門部会での結審に当たって、労使いずれかの委員が

「反対」の意思表示、または、本審開催の「申立て」を行った場合について

は、原則として３日以内に本審を開催して審議のうえ、結論を下すものとす

る。 

        (2) 専門部会での結審に当たって専決を行った場合は、他の本審委員あて関係

資料を送付するとともに、次回本審に報告するものとする。 

 

４ 地域別及び産業別最低賃金における審議に際しては、「全会一致」の結審に

至るよう努力するものとする。 

 

５ 審議会（専門部会を含む。）の開催日の設定に当たっては、事務局において

可能な限り早期に日程調整を行うよう努めるとともに、各委員は事務局の行う

日程調整に協力するよう努めるものとする。 

 

６ 審議会本審は議事録を公開する。 



区分

各側五十音順
(敬称略)

使

用

者

代

表

委

員

奥 野
お く の

信 利
の ぶ と し

宮崎県商工会連合会　専務理事

甲 斐
か い

正 文
ま さ ふ み

宮崎県商工会議所連合会 専務理事

河 野
か わ の

洋 一
よ う い ち

宮崎県経営者協会 専務理事

三 島
み し ま

里
り

都
つ

子
こ

マリンバックス法律事務所　弁護士

労

働

者

代

表

委

員

鎌 田
か ま だ

正 洋
ま さ ひ ろ

日本労働組合総連合会宮崎県連合会　副事務局長　

公

益

代

表

委

員

橋 口
は し ぐ ち

剛 和
た け か ず

宮崎県社会保険労務士会　顧問

松 岡
ま つ お か

優 子
ゆ う こ

弁護士法人　西山松岡法律事務所　弁護士

中 川
な か が わ

育 江
い く え

日本労働組合総連合会宮崎県連合会　会長

野 口
の ぐ ち

英
ひで

邦
く に

日本労働組合総連合会宮崎県連合会　事務局長

宮 崎 地 方 最 低 賃 金 審 議 会

宮 崎 県 最 低 賃 金 専 門 部 会 委 員 名 簿

令和3年7月27日

氏 名 現 職







労働協
約・労使
協定等

機関決定 合意署名
合計
〔Ｂ〕

人 人 人 人

2,750 1,014 1,014 36.9% 適 金額改正

(178) (68) (68)

人 人 人 人

8,850 352 3,588 3,940 44.5% 適 金額改正

(81) (2) (11) (13)

人 人 人 人

4,750 2,676 2,676 56.3% 適 金額改正

(75) (1) (1)

人 人 人 人

2,490 1,297 1,297 52.1% 適 金額改正

(47) (4) (4)

※　（　）内は事業所数または労組数

宮崎県各種商品小売
業最低賃金

令和3年6月29日
宮崎県小売産業別最賃労組連絡会
代表幹事　　西　広継

宮崎県部分肉・冷凍
肉、肉加工品、処理
牛乳・乳飲料、乳製
品製造業最低賃金

令和3年6月30日
日本食品関連産業労働組合連合会
宮崎地区協議会
議長　　鬼束　賢一

宮崎県自動車（新
車）小売業最低賃金 令和3年6月30日

自動車総連宮崎地方協議会
販売部門連絡会
議長（委員長）　今村　彰博

宮崎県電子部品・デ
バイス・電子回路、
電気機械器具、情報
通信機械器具製造業
最低賃金

令和3年6月24日

全日本電機・電子・情報関連産業
労働組合連合会
宮崎地域懇談会
代表　　秋山　邦光

令和３年度特定（産業別）最低賃金改正申出に関する要件審査結果

令和3年7月14日

名 称 申出年月日 申 出 者
適用

労働者数
〔Ａ〕

合意のあった労働者数

比率 審査結果 申出内容



宮崎労発基 0727 第１号 

 令和３年７月 2 7 日 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長  松岡 優子 殿 

 

 

                                              宮崎労働局長 田中 大介 

 

 

 宮崎県特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問） 

 

令和３年７月 14 日付けをもって申出代表者 日本労働組合総連合会宮崎県連合

会会長 中川育江から、最低賃金法（昭和 34年法律第 137号）第 15条第１項の規

定に基づき、下記のとおり改正決定に関する申出があったので、同法第 21 条の規

定により、その必要性の有無について貴会の意見を求める。 

 

記 

 

１ 宮崎県自動車(新車)小売業最低賃金(平成 20年宮崎労働局最低賃金公示第５号) 

 

申出者  自動車総連宮崎地方協議会販売部門連絡会 

議長(委員長) 今村 彰博 

 

２ 宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金（平成 20年宮崎労働局最低賃金公示第３号） 

 

申出者  全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会 

宮崎地域懇談会 代表 秋山 邦光 

 

３ 宮崎県各種商品小売業最低賃金（平成 20年宮崎労働局最低賃金公示第４号） 

 

申出者  宮崎県小売産業別最賃労組連絡会 

代表幹事 西 広継 

 

４ 宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業最低賃金 

（平成 20年宮崎労働局最低賃金公示第２号） 

 

申出者  日本食品関連産業労働組合連合会 

宮崎地区協議会 議長 鬼束 賢一 

 


